
　※５は該当者のみ

NO 書類名 注意事項等 書類取扱先

1 健康保険被扶養者異動届 <適用様式１> 当組合ＨＰ

2 申請対象者の収入額等申告書 <適用様式２>　義務教育終了前の子は、提出不要 当組合ＨＰ

3 住民票(原)
【添付書類見本Ａ参照】
 個人番号が未記載の場合「個人番号届」(健保指定様式)を
 追加で添付

市区町村役場

4 直近の所得証明書(原) 【添付書類見本Ｃ参照】義務教育終了後の申請者は必須 市区町村役場

※5 在留資格カード両面（写） 【添付書類見本Ｄ参照】外国籍の申請者 入国管理局

提出書類
＜健保指定様式＞内に、追加書類が記載されています。

書類取扱先

 前年から無収入

　提出書類は不要
 ※　但し、所得証明書に収入額の記載がある方は、

　　「雇用保険失業給付（公務員の失業給付退職手当）に関する誓約書」
　　　＜適用様式５＞を提出

当組合ＨＰ

 前年～今年　退職をした
　「雇用保険失業給付（公務員の失業給付退職手当）に
　　　　　　　　　　　　　　　　関する誓約書」＜適用様式５＞

当組合ＨＰ

 前年～今年　廃業した
  自営業等

　廃業届（写）【添付書類見本Ｅ参照】
　※　廃業日が判るもの

税務署

 給与収入がある
　パート・アルバイト等

　直近３か月分の給与明細書（写）【添付書類見本Ｆ参照】
　※　交通費含む総支給金額で審査します。

  ※　勤務期間３か月未満の場合は、転職（３か月未満）該当者の欄の書類を
　　　提出してください。

勤務先

　１）変更後の給与明細（写）※　提出できる場合のみ 勤務先

　２）雇用契約書（写） 勤務先

　３）給与支払（見込）・雇用条件証明書＜適用様式４＞ 当組合ＨＰ

 各種年金受給者
　直近の年金振込通知書（写）
　　　　もしくは年金額改定通知書（写）【添付書類見本Ｇ参照】
　※老齢･個人･企業･遺族･障害･年金生活者支援金･特別障害者手当等

日本年金機構等

 給与・年金以外の
　　　　　　収入がある
※　事業･不動産･利子･株式配当･農業収入
　　･雑収入等がある

  過去３年分の確定申告書一式(写）【添付書類見本Ｈ参照】
　※株式配当金は、過去１年分の確定申告書一式（写）もしくは、証券会社が
　　発行する年間取引報告書(写)でも可

税務署

 傷病手当金・出産手当金
   　　　を受給している

　受給額が確認できる通知書（写） ハローワーク等

 婚姻したことが分かる書類
　婚姻受理証明書(写)または戸籍謄本(原)等
　※　婚姻関係や婚姻日が分かる書類
　※　被保険者と申請者が結婚したことを機に扶養申請する方

市区町村役場等

 任意継続被保険者喪失
　　           による申請

  健康保険資格喪失証明書（原）
　※　二重加入を防ぐため

加入していた組合

　１）直近３か月分の仕送り証明書類（写）【添付書類見本Ｂ参照】
　※社命による単身赴任の場合は不要

金融機関等

　２）住民票（原） ※　被保険者、申請者それぞれの世帯全員分必要 市区町村役場等

　３）戸籍謄本（原）※　続柄確認 市区町村役場等

 被保険者と別居している
　※同別居は住民票で判断

そ
の
他

現在の状況

収
入
な
し

 収入減少
 転職（３か月未満含む）

 雇用契約変更
収
入
あ
り

届出用紙と添付書類一覧

被扶養者の認定を受けるためには、資格があることを証明するために、添付書類を提出する必要があります。

以下を確認のうえ、各種書類の提出をお願いいたします。

原本の提出が必要な場合は「(原)」コピーで良い場合は「(写)」と表記しております。

審査の過程で、追加書類を依頼する場合があります。

【必須】全員が提出する書類

申請者の続柄・事由により提出書類が異なります。

申請者の続柄が【配偶者】の場合
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提出書類
＜健保指定様式＞内に、追加書類が記載されています。

書類取扱先

 配偶者は、当健保の
　　「被扶養者」ではない

　「夫婦共同扶養の収入確認書」＜適用様式６＞ 当組合ＨＰ

 配偶者は、当健保の
　　「被保険者」である

　＜適用様式１＞に配偶者の記号・証番号を記載することにより
　「夫婦共同扶養の収入確認書」は不要

当組合ＨＰ

 ひとり親である
　戸籍謄本（原）または、
　　　　　　　　　ひとり親が証明できる市区町村の医療証（写）
　※　配偶者と死別、離婚、未婚等であることを確認

市区町村役場等

　１）直近３か月分の仕送り証明書類（写）【添付書類見本Ｂ参照】
　※社命による単身赴任及び学生である子が通学の為に別居の場合は不要

金融機関等

　２）住民票（原） ※　被保険者、申請者それぞれの世帯全員分必要 市区町村役場等

　３）戸籍謄本（原）　※　続柄確認 市区町村役場等

　在学証明書（原）【添付書類見本Ｉ参照】
　※　氏名・発行日記載されているもの。学生証（写）は不可

就学先

 前年から無収入

　提出書類は不要
 ※　但し、所得証明書に収入額の記載がある方は、

　　「雇用保険失業給付（公務員の失業給付退職手当）に関する誓約書」
　　　＜適用様式５＞を提出

当組合ＨＰ

 前年～今年　退職をした
　「雇用保険失業給付（公務員の失業給付退職手当）に
　　　　　　　　　　　　　　　　関する誓約書」＜適用様式５＞

当組合ＨＰ

 前年～今年　廃業した
  自営業等

　廃業届（写）【添付書類見本Ｅ参照】
　※　廃業日が判るもの

税務署

 給与収入がある
　パート・アルバイト等

　直近３か月分の給与明細書（写）【添付書類見本Ｆ参照】
　※　交通費含む総支給金額で審査します。

  ※　勤務期間３か月未満の場合は、転職（３か月未満）該当者の欄の書類を
　　　提出してください。

勤務先

　１）変更後の給与明細（写）※　提出できる場合のみ 勤務先

　２）雇用契約書（写） 勤務先

　３）給与支払（見込）・雇用条件証明書＜適用様式４＞ 当組合ＨＰ

 各種年金受給者
　直近の年金振込通知書（写）
　　　　もしくは年金改定額通知書（写）【添付書類見本Ｇ参照】
　※老齢･個人･企業･遺族･障害･年金生活者支援金･特別障害者手当等

日本年金機構等

 給与・年金以外の
　　　　　　収入がある
※　事業･不動産･利子･株式配当･農業収入
　　･雑収入等がある

  過去３年分の確定申告書一式(写）【添付書類見本Ｈ参照】
　※株式配当金は、過去１年分の確定申告書一式（写）もしくは、証券会社が
　　発行する年間取引報告書(写)でも可

税務署

 傷病手当金を受給している 　受給額が確認できる通知書（写） ハローワーク等

 任意継続被保険者喪失
　　           による申請

  健康保険資格喪失証明書（原）
　※　二重加入を防ぐため

加入していた組合

　１）入学証明書（写）：２年目以降は、在学証明書（写）
　※　外国語で記載されている場合、その書類に翻訳者名の署名がされた
　　　日本語の翻訳文を添付すること

就学先

　２）滞在ビザ（写） 渡航先大使館等

　３）奨学金（給付型）等を受けている場合：証明書一式（写） 金融機関等

そ
の
他  留学中である

現在の状況

 被保険者と別居している
　※同別居は住民票で判断

同
別
居

　★　以下、義務教育終了前の子は提出不要　※義務教育終了前とは、新生児・未就学児・小学生・中学生

 　　 学生である

収
入
な
し

収
入
あ
り

 収入減少
 転職（３か月未満含む）

 雇用契約変更

配
偶
者
の
状
況

届出用紙と添付書類一覧

申請者の続柄が【子】の場合

夫婦共同扶養について

夫婦共同扶養とは、夫婦双方に収入がある場合、厚生労働省の通知により、原則として「年間収入が多い方の

被扶養者とする」とされています。
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提出書類
＜健保指定様式＞内に、追加書類が記載されています。

書類取扱先

《　三親等以内の同居親族(義務教育終了後）がいる場合　》

　１）全員の直近の所得証明書（原）【添付書類見本Ｃ参照】

　２）収入がある場合
　　① 給与収入【添付書類見本Ｆ参照】
　　　　直近３か月分の給与明細（写）
　　② 各種年金収入【添付書類見本Ｇ参照】
　　　　直近の年金振込通知書（写）もしくは年金改定通知書（写）
　　③ ①と②以外の収入【添付書類見本Ｈ参照】
　　　　過去３年分の確定申告書一式（写）

勤務先
日本年金機構等

税務署

　１）直近３か月分の仕送り証明書類（写）【添付書類見本Ｂ参照】
　　※社命による単身赴任及び学生である子が通学の為に別居の場合は不要

金融機関等

　２）住民票(原）【添付書類見本Ａ参照】
　　※　被保険者、申請者それぞれの世帯全員分必要

市区町村役場等

　３）戸籍謄本（原）　※　続柄確認 市区町村役場等

《　被保険者に兄弟姉妹（義務教育終了後）がいる場合　》

　４）全員の直近の所得証明書（原）【添付書類見本Ｃ参照】 市区町村役場等

　５）収入がある場合
　　① 給与収入【添付書類見本Ｆ参照】
　　　　直近３か月分の給与明細（写）
　　② 各種年金収入【添付書類見本Ｇ参照】
　　　　直近の年金振込通知書（写）もしくは年金改定通知書（写）
　　③ ①と②以外の収入【添付書類見本Ｈ参照】
　　　　過去３年分の確定申告書一式（写）

勤務先
日本年金機構等

税務署

 前年から無収入

　提出書類は不要
 ※　但し、所得証明書に収入額の記載がある方は、

　　「雇用保険失業給付（公務員の失業給付退職手当）に関する誓約書」
　　　＜適用様式５＞を提出

当組合ＨＰ

 前年～今年　退職をした
　「雇用保険失業給付（公務員の失業給付退職手当）に
　　　　　　　　　　　　　　　　関する誓約書」＜適用様式５＞

当組合ＨＰ

 前年～今年　廃業した
  自営業等

　廃業届（写）【添付書類見本E参照】
　※　廃業日が判るもの

税務署

 給与収入がある
　パート・アルバイト等

　直近３か月分の給与明細書（写）【添付書類見本Ｆ参照】
　※　交通費含む総支給金額で審査します。

  ※　勤務期間３か月未満の場合は、転職（３か月未満）該当者の欄の書類を
　　　提出してください。

勤務先

　１）変更後の給与明細（写）※　提出できる場合のみ 勤務先

　２）雇用契約書（写） 勤務先

　３）給与支払（見込）・雇用条件証明書＜適用様式４＞ 当組合ＨＰ

 各種年金受給者
　直近の年金振込通知書（写）
　　　　　もしくは年金改定通知書（写）【添付書類見本Ｇ参照】
　※老齢･個人･企業･遺族･障害･年金生活者支援金･特別障害者手当等

日本年金機構等

 給与・年金以外の
　　　　　　収入がある
※　事業･不動産･利子･株式配当･農業収入
　　･雑収入等がある

  過去３年分の確定申告書一式(写）【添付書類見本Ｈ参照】
　※株式配当金は、過去１年分の確定申告書一式（写）もしくは、証券会社が
　　発行する年間取引報告書(写)でも可

税務署

 傷病手当金を受給している 　受給額が確認できる通知書（写） ハローワーク等

そ
の
他

 任意継続被保険者喪失
　　           による申請

  健康保険資格喪失証明書（原）
　※　二重加入を防ぐため

加入していた組合

市区町村役場等

収
入
な
し

収
入
あ
り

 収入減少
 転職（３か月未満含む）

 雇用契約変更

現在の状況

 
 被保険者と別居している
　※同別居は住民票で判断
　※義父母は、同居が必須

 
 被保険者以外の
　　同居家族がいる。

同
別
居

届出用紙と添付書類一覧

申請者の続柄が【配偶者・子以外】の場合

優先扶養義務について

健康保険の扶養には、優先扶養義務者という考えがあります。申請者に優先扶養義務者が他にいないこと、または

優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者が申請者を扶養せざるを得ない理由がある場合には、被扶養者として

認定することができる場合があります。

同 居

別 居
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添付書類見本・注意事項

Ａ．世帯全員の住民票[原本]

・申請者を含む世帯全員分・続柄・個人番号の記載があるもの

・被保険者と申請者が別居の場合は、それぞれの世帯全員分が

必要

・直近３か月以内に発行したもの

※ 個人番号(マイナンバー)記載漏れの（省略にした）場合、

｢個人番号届」(当組合指定様式)を追加で提出

Ｃ．直近の所得証明書[原本]

・市区町村役場によっては証明書の名称が異なる場合あり

・前年の1月～12月分の収入金額が証明されているもの

※発行時期により一昨年の収入が記載の場合があります

・義務教育終了後の申請者は、必ず提出

・無収入の場合も必ず提出

・所得証明書に給与、年金以外の所得がある場合は、

確定申告書一式の提出が必要

Ｄ．在留カード[コピー]

・申請者の氏名、生年月日、住居地、有効期間、

在留資格、在留期間、就労制限の有無の記載が

あるもの

・両面のコピーを必ず提出

Ｂ．仕送り証明書[コピー]

・第三者が見て、「いつ」「誰が」「誰に」

「いくら」振り込んだのかが確認できるもの

例)振込明細書や通帳 等

※ 直近３か月分の写しを提出

※ 婚姻及び出生に伴う別居の場合は、実績が

なくても可。認定後から送金を行い、事業所

経由で健保へ提出

・クレジットカード等の支払明細書および手渡し

は、認められない。

・被保険者が社命による単身赴任または

申請者である子が学生の場合は提出不要

世帯全員分が記載

個人番号・続柄の

記載があるもの
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添付書類見本・注意事項

Ｇ．直近の年金振込通知書[コピー]または

年金額改定通知書[コピー]

Ｆ．直近３か月分の給与明細書[コピー]

・支給年月･氏名･会社名･交通費を含む総支給額の

記載があるもの

※ 交通費も収入に含まれます。

※ 差引支給額ではありません。

・勤務先が複数ある場合は、すべての勤務先の分を

提出

・老齢･個人･企業･遺族･障害･年金生活者支援金･特別

障害者手当等受給しているすべての種類が必要

・税金や介護保険料等が控除される前の『年金支払額』

が分かるもの

・紛失した場合、発行元（年金事務所等）へ再発行を

依頼し、提出

Ｈ．過去３年分の確定申告書一式[コピー]

・過去３年分の確定申告書一式

（第一表･第二表と併せて収支内訳書または青色申告決算書

等を含む税務署に提出書類全て）

・株式配当金は、過去１年分の確定申告書一式もしくは、

証券会社が発行の年間取引報告書(コピー)でも可

・確定申告をしていない場合は、収入の内訳が確認できる

書類を提出 例)支払調書、報酬の明細書 等

・紛失した場合、税務署にて再発行を依頼し、提出

Ｅ．廃業届[コピー]

・廃業日が確認できるもの

※｢所得証明書｣に事業収入が計上されているが、既に廃業して

いる場合は、その収入が継続していないことを廃業届で

確認します。
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添付書類見本・注意事項

Ｋ．離職票１・２[コピー] または

雇用保険受給資格者証の全ページ[コピー]

Ｊ．退職日の入った源泉徴収票[コピー]

・退職日の記載があるもの

・失業給付の受給状況（支給終了日）を確認できるもの

Ｉ．在学証明書[原本]

・氏名、発行日が確認できるもの

※｢学生｣とは、全日制の学校および予備校に通っている方。

夜間、通信は学生とは認めない。

6


